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第１章 計画の取組方針 

   （１） 計画策定の趣旨 

       佐賀県では、県や市町、県民や事業者等が連携して犯罪の起きにくい安全で安心

なまちづくりを実現するため「佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」

（以下「防犯あんしん条例」という。）を平成２６年４月１日に施行しました。 

       この防犯あんしん条例に基づき、平成２７年度からの４年間を計画期間として「佐賀

県防犯あんしん計画」（以下「第１次計画」という。）を策定し、犯罪の起きにくい安全

で安心なまちづくりの推進に関する総合的な施策の展開を図ってきました。 

       平成３１年度（令和元年度）からの「第２次防犯あんしん計画」（以下「第２次計画」と

いう。）では、第１次計画における各種施策の推進状況や当時の県内における犯罪

情勢等を踏まえ、特に重点的に取り組むべき喫緊の課題として「子ども、女性の見守

り活動の充実と拡充」等４つの重点取組を掲げ、各種施策に取り組んできました。 

       その結果として、第２次計画策定からこれまでの間、刑法犯全体の認知件数は戦後

ピーク時の２割まで減少していますが、その一方で凶悪犯罪につながるおそれのある

児童への声かけ事案は後を絶たず、高齢者を対象としたニセ電話詐欺被害につい

ては、令和４年、発生件数が前年と比べて２倍以上増加し、いまだ予断を許さない状

況にあります。 

加えて、近年、ＳＮＳやマッチングアプリ等を利用した新たな形態の詐欺被害の発

生やインターネット空間における犯罪への懸念等、社会情勢や犯罪の態様の変化に

伴い、県民の犯罪被害への不安感は依然として払拭できない状況です。 

       「第３次防犯あんしん計画」では、第２次計画で掲げていた重点取組の内容を踏襲

しつつ、これまでの取組状況や今日の犯罪情勢を踏まえ、必要な施策について策定

するものです。 

   （２） 計画の位置付け 

防犯あんしん条例第８条に規定する推進計画であり、施策の方向性等以下の内容
について定めるものです。 

      ① 総合的かつ長期的に講ずべき安全安心なまちづくりに関する施策の取組方針 

      ② 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的か
つ計画的に推進するために必要な事項 

   （３） 計画の目標 

佐賀県は、防犯あんしん条例が目指す県民総ぐるみによる自主的な防犯活動の拡

大や犯罪の防止に配慮した生活環境の整備など、犯罪の防止のための取組を定め、

県民、事業者、地域の活動団体等と連携し、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづく

りを実現していきます。 

   （４） 計画の期間 

      計画期間は、２０２３年度から２０２６年度までの４年間とします。 
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第２章 現状と課題 

（１） 県内の犯罪情勢 

  ① 刑法犯認知状況 

佐賀県における刑法犯認知件数は、令和４年は２，８６１件となり、戦後最小で

あった令和３年を４０件上回ったものの、戦後ピーク時である平成１５年の  

１４，３５１件と比べると約２割まで減少しており、長期的に見れば、これまでの防

犯に関する各種施策の推進と県民の自主防犯意識の向上による成果が数値と

して表れています。 

また、令和４年の刑法犯認知件数を罪種別に見ると、窃盗犯は全体の約６６％を占

めており、その中でも自転車盗や万引きの割合がほぼ半数を占めています。 

そのうち、自転車盗では、無施錠による被害が約８７％を占め、被害者の約７５％を

学生が占めています。 

そこで、自転車盗難防止のための施錠促進をはじめ、県民に身近な犯罪被害の

防止に向けた意識啓発の取組が一層求められます。 

 

 

 

 

※佐賀県警察調べ 
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 ※佐賀県警察調べ 
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② 声かけ・つきまとい事案の認知状況 

子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案の認知件数は、第１次計画策定前

の平成２６年では９７件でしたが、その後、第１次計画最終年度である平成３０年には

１９３件まで増加し、第２次計画期間中は、令和元年が２０３件、令和２年が１６７件、令

和３年が１６８件、令和４年が１８２件と高水準で推移しています。 

登下校中の児童生徒を事件事故の被害から守るため、平成３０年に「登下校防犯

プラン」が策定され、以後、子ども達の安全確保を図るため、各関係機関が通学路等

の安全対策のための取組を続けています。 

県内における声かけやつきまとい事案の発生は、子ども達の下校時間帯である１５

時から１８時までの間が最も多く、これらの事案を未然に防止するためには、通学路

における防犯対策を着実に推進していくことが不可欠です。 

これまでの各地域における防犯ボランティア団体等による登下校時の見守り活動と

ともに、日常生活の中に防犯の視点を取り入れて実施する「ながら防犯活動」を推進

するなど、県や市町、事業者・団体、地域住民等社会全体で子ども達の安全対策に

取り組む機運をより一層高めていかなければなりません。 

 

                             

 平成２６年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

声かけ（件） ６１ １４０ １４０ １２３ １１７ １２０ 

つきまとい（件） ３６ ５３ ６３ ４４ ５１ ６２ 

 

                                                     

 
※佐賀県警察調べ 

声かけ・つきまとい発生状況 

発生時間帯別 

発生状況の月別推移 

【令和４年中】 
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【令和４年中】 

発生曜日別 

発生場所別 

被害者の学職別 

※佐賀県警察調べ 

行為者の交通手段別 

路上

90

駐車場

7

店舗内

4

バス停

１

公園

7

自宅敷

地内 ２

その他

９

声かけ

120件

路上

56

店舗内

3

公園

１

自宅敷

地内 １

その他

１

つきまとい

62件

幼児

1

小学生

91

中学生

41

高校生

30

大学生

4

専門学校生

2

有職者

10

無職者

3

自動車

39

徒歩

76

自転車

54

バイク

3

電車

2
不明

6
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③ ニセ電話詐欺被害の状況 

県内のニセ電話詐欺被害は、ここ数年増減を繰り返し、令和３年の被害額は、４年

振りに１億円を超え、令和４年、被害額は約５，４５６万円（前年比－約５，３２４万円）

と減少していますが、認知件数は７４件（前年比＋４１件）と前年と比べて２倍以上増

加しています。 

      近年、多発している主な手口は、市役所などの公的機関の職員をかたって、保険

料や医療費の還付金があるなどと言って、ＡＴＭに誘導し、現金を振り込ませる「還付

金詐欺」やパソコン等でインターネットのサイト閲覧中にウイルス感染したように装い、

修理代金やサポート料などの名目で電子ギフト券による支払いを催促する「架空料

金請求詐欺」などです。この他にも詐欺グループは、様々な手口を巧みに使い分け、

組織的に実行しており、今後さらなる手口の巧妙化・悪質化が懸念されます。 

      また、ニセ電話詐欺の被害者の大部分は、６５歳以上の高齢者が占めていることか

ら、高齢者自身が、これらの被害を「自分事」として防犯意識を高めることはもとより、

県民全体で高齢者を見守っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

ニセ電話詐欺被害の推移 

（万円） 

※佐賀県警察調べ 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

認知件数 66 76 69 64 20 38 29 33 74

被害額

（万円）
14,828 20,114 22,579 14,490 3,502 9,967 3,844 10,780 5,456

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

認知件数 被害額

（万円）

（※１万円未満の数値を四捨五入して表記） 

（件） 
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④ サイバー犯罪の発生状況 

サイバー空間は、加速する社会のデジタル化によって、地域や年齢を問わず、

全国民が参画し、社会経済活動を営む公共空間へと変貌を遂げています。一方

で、サイバー犯罪の手口は巧妙化・複雑化するなど、脅威が深刻化している状

況です。   

令和４年のサイバー犯罪検挙件数は９１件、サイバー犯罪に関する警察への相

談は８１９件と、ここ数年、いずれも高水準で推移しており、前述のようなサイ

バー空間の現状から、今後も増加することが見込まれます。 

相談内容の内訳は、不正アクセスに関するものが１９１件と最も多く、実在す

る会社等をかたり、メールで偽のサイトに誘導してパスワードを盗み取る「フ

ィッシング」の手口が多く見られます。 

全国的には、企業・団体等に対するランサムウェアによる感染被害が多発し、

事業活動の停止・遅滞等、社会経済活動に多大な影響を及ぼしており、サイバ

ー犯罪の未然防止のため、企業・団体等への対策が一層重要となってきていま

す。 

架空料金請求被害者の特徴 

（件） 

（件） 

【令和４年中】 ※佐賀県警察調べ 
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また、児童ポルノや青少年健全育成条例違反などＳＮＳに起因する事犯によ

る被害児童数は、ここ数年は、１０人前後で推移していましたが、令和４年は、

１６人と増加しており、今後もインターネット利用の低年齢化が進む現状から、

増加が懸念されます。 

さらに懸念されるのが、令和４年に急増し、１年間で４６件、被害額     

約３億６，１３８万円の被害が発生した「ＳＮＳ等を利用した詐欺」です。 

この詐欺は、ＳＮＳやマッチングアプリ等で知り合った相手にだまされて投

資などの名目でお金をだまし取られる手口ですが、社会情勢の変化により発生

した新たな手口であり、今後も社会のデジタル化の進展に伴い、新たな手口の

発生が予測され、未然防止のためには、子供から高齢者まで全てのインターネ

ット利用者に対して、防犯情報の発信やインターネット・リテラシー、サイバ

ーセキュリティ意識の向上を図る取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイバー犯罪検挙等状況の推移 

 

75 73
87 84 91

624 614

767
934

819

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H30 R1 R2 R3 R4検挙件数

相談件数

相談件数（令和４年中） 

 

※佐賀県警察調べ 
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約 8,530 万円 

ＳＮＳ等を利用した詐欺 

 

※ ＳＮＳに起因する事犯とは、ＳＮＳを通じて面識のない犯人と被害児童が知り合い、

交際や知人関係等に発展する前に被害に遭った事犯 

※ 対象犯罪は、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ法違反、青少年健全育成条例違

反、重要犯罪等（殺人、強制性交等、略取誘拐等） 

 

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数の推移 

 

※佐賀県警察調べ 

約8,500万円 

8
10

4

10 10

16

0

5

10

15

20

H29 H30 R1 R2 R3 R4

被害児童数の推移

46 

2 1 1 2
1 2 3 3

3

10
4

6

1

7 4

4

1
1 2

0

5

10

15

20

H29 H30 R1 R2 R3 R4

被害児童の学職別

小学生 中学生 高校生 有職少年 無職少年

15 

約 3 億 6,138 万円 

件数、被害額 

ともに大幅に 

増加！ 
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⑵ 県民意識調査等の概要 

     【佐賀県県民意識調査結果】 

県では、令和４年５月２日から同年５月２７日までの間に県内に在住する１８歳以上の

男女３，０００人に対して県政全般について県民の声を把握し、今後の県政運営の基礎

資料とすることを目的に本調査を実施し、有効回答数１，５５４件（有効回答率５１．８％）

の回答を得ました。 

      このうち「安心して生活するために県に取り組んでほしいこと」についての回答状況は 

次のとおりです。 

 

全体では、「交通安全対策」が４９．７％と最も高く、次いで「犯罪抑止対策」が４６．２％と

なっており、自主的な防犯活動の拡大や犯罪の防止に配慮した生活環境の整備につい

て、多くの人が必要性を感じています。 
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     【ニセ電話詐欺補充調査票結果】 

県警ではニセ電話詐欺被害防止対策に生かすことを目的として、被害者等を対象に

調査を実施しています。（令和４年中、１２０件回答あり） 

 (※回答者は、被害者のほか、第三者の声掛けにより被害を免れた方も含みます。） 

 

 まず、ニセ電話詐欺の認知度に関する調査結果です。 

 

このとおり、被害者等のうち、ほとんどの方は、ニセ電話詐欺に関する情報について、

新聞やテレビの報道等により、ある程度、知っていたことが分かります。 

 

 次に、被害者等の留守番電話機能の活用状況に関する調査結果です。 

8%

17%

75%

未回答

常に設定

していない

留守番電話機能の状況は？（上記のうち、「留守番電話機能あり」の 12名を母数とする。）

る。） 

 

（ただし、切り替わる前に電話に出た） 

知っていた

80％

知らなかった

11％

未回答

9％

ニセ電話詐欺を知っていたか

4%

8%

21%

50%

迷惑電話防止機能あり

いずれの機能も無し

ﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲあり

留守番電話機能あり

聞いたことがある

69％

手口を聞いたこ

とがある

28％

被害防止対策を

知っている

3％

どの程度知っていたか

固定電話機の状況は？（複数回答あり、「未回答・不明」除く） 

 （全回答者のうち、犯人からの最初の接触が固定電話機への電話であった 24名を母数とする。） 
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犯人からの電話を固定電話機で受けられた方のうち、固定電話機に留守番電話機

能がついている方が全体の５０％、そのうち、未回答を除くすべての方が、留守番電話

機能について「設定していない」「切り替わる前に電話に出た」との回答で、留守番電話

機能を活用していないことがわかりました。 

 留守番電話機能の活用について、さらなる広報が必要です。 

 

次は、犯人を信じた理由に関する調査結果です。 

 

犯人の話を信じてしまった理由として、一番多かったのは、「詐欺犯人の話をもっとも

だと感じた」との回答が５６％、次に「慌てていた」との回答が３２％でした。 

この結果から、それだけ、犯人の話が巧妙であり、ニセ電話詐欺について手口や対

策について知っていても、誰もが被害に遭う可能性があることが分かります。 

そこで、県では、被害者の大部分を占める高齢者だけでなく、その家族や地域、関係

団体の方々など、県民全体に対して、広く広報啓発を行う必要があると考えています。 

  

         

 

 

 

 

3%

5%

8%

32%

56%

脅迫や羞恥心が

あった

相談できる人が

いなかった

警察官等を名乗った

ので本物と思った

慌てていた

相手の話をもっともだ

と感じた

信じてしまった理由（複数回答有り、「その他」「未回答」除く）
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⑶  県内の防犯活動の状況 

     ①  防犯ボランティアの活動状況 

県内各地で行われている自主的な防犯活動は、犯罪発生の抑止や、子ども・女

性の犯罪被害防止に大きな役割を果たしています。 

県内で自主的な防犯活動を行う防犯ボランティア団体は、第１次計画策定前の

平成２６年の２５１団体（３４，２０５人）から、第２次計画策定前の平成３０年には、２３２

団体（２６，４３７人）まで減少し、令和４年は２２９団体（２０，６２４人）と団体数、構成

員共に減少しています。 

防犯ボランティア団体の構成員は、発足当初から固定化している団体が多く、新

たな団体発足や、新規加入の構成員が少ない状態であり、高齢化も進んでいる状

態です。 

高齢化が進んでいる本県においては、若年層の参加を促進し後継者を育成する

必要があるなど、活動を継続していくための課題も生じています。 

また、青色回転等を装着した車両（以下「青パト」という。）による通学路を中心とし

た防犯パトロールが行われており、犯罪を行おうとする者に対する抑止力として、住

民の安心感の醸成に効果を上げています。 

県内の青パトは、平成２６年の５２団体（２４４台）から、平成３０年の６０団体（２４７

台）へと増加し、その後は微増減を繰り返し、令和４年には５８団体（２３５台）と減少

はしていますが、解散する団体がある一方、新規団体が立ち上がった地域もあり、

青パトによる活動自体は、地域の防犯活動の一つとして定着していることが窺えま

す。 

②  事業者等による防犯活動状況 

近年、防犯ＣＳＲ活動（企業が持続的な発展を目的として防犯の分野で自主的な

取組を行う活動）に取り組む事業者も増加しており、犯罪の起きにくい社会づくりに

向けて、連携・協力して取組を推進しています。 

        令和４年１２月時点で、県内の５６団体が、県警察本部と防犯に関する協定等を締

結し、以後、防犯広報や見守り活動、ニセ電話詐欺被害防止や自転車の鍵かけ促

進について、継続した呼びかけを行っています。 

今後も、引き続き防犯ＣＳＲ活動の促進を図っていきます。 

このような事業者（団体）の取組は、減少傾向にある防犯ボランティア団体の防犯

活動を補うなど、地域の安全確保に大きく貢献しており、今後も事業者等による「な

がら見守り活動」の活性化等を始めとして、これらの活動が継続・拡充されるよう推

進していく必要があります。 
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   ⑷ 犯罪被害者等に対する支援の情勢 

     ① 国の動き 

平成１６年１２月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、「犯罪被害者等

基本法」（以下「基本法」という。）が制定され、犯罪被害者支援施策に関する国、地

方公共団体、国民の責務が明らかにされました。 

       この基本法に基づき犯罪被害者等のための施策を総合的に推進するための施策

を盛り込んだ「犯罪被害者等基本計画」が、平成１７年１２月に閣議決定され、令和３

年度からは、「第４次基本計画」に基づき施策が推進されています。 

     ② 佐賀県の動き 

       佐賀県では、平成２９年３月に「佐賀県犯罪被害者等支援条例」（以下「県支援条

例」という。）を制定し、同年４月１日から施行しており、犯罪被害者等の支援に関して、

目的、基本理念を定め、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、県が講ずべき

施策の主な柱などを定めています。 

この県支援条例第８条（犯罪被害者等支援に関する推進計画）に基づき、平成３０

年３月に「佐賀県犯罪被害者等支援推進計画」を策定し、つらい思いを抱えておられ

る犯罪被害者等の気持ちに寄り添う姿勢で支援するとともに、県民の理解と支援の輪

がさらに広がるよう、各種施策を推進してきました。 

令和３年度からは、「第２次計画」に基づき、引き続き各種施策に取り組んでいま

す。 
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第３章 重点取組 

平成２７年度以降、第１次計画策定からこれまでの間、県全体で安全安心なまちづく

りに取り組んできた結果、刑法犯認知件数は大幅に減少するなど、大きな効果があがっ

ています。第３次計画では、第２次計画で掲げていた重点取組の内容を踏襲しつつ、

今日の社会情勢や犯罪情勢から特に必要な事象について、計画の施策体系のうち、

以下の４項目の内容を拡充し、特に重点的に取り組んでいきます。 

 

        県内では、子どもや女性に対する声かけ事案等の発生が後を絶たず、これらの発

生を抑止し、地域の安全を確保するため、防犯ボランティアが担う役割は大きく、その

活動の活性化を図るため、必要な支援を継続していくとともに、減少傾向にある防犯

ボランティアによる活動を補完する取組として、地域住民等による「ながら見守り」活

動や事業者による防犯ＣＳＲ活動（※企業の社会的責任として防犯のために行う自主

的取組）を推進します。 

      

        ニセ電話詐欺による被害は、ここ数年増減を繰り返し、令和３年は４年ぶりに被害

額が１億円を超え、令和４年には、被害額は減少したものの被害件数が前年の２倍

以上と大幅に増加しました。 

        そこで、被害に遭いやすい高齢者やこれを取り巻く関係団体等への情報発信や

広報啓発及び金融機関・コンビニエンスストアに対する水際阻止対策、その他広く

県民に広報啓発を行い、県民全体で高齢者を守る機運を醸成し、ニセ電話詐欺被

害防止に取り組みます。 

         

第２次計画期間中、子どもを犯罪から守る目的で、各市町等に対し、防犯カメラ

の設置を支援してきましたが、県内の犯罪情勢等を踏まえて、子どもを中心とした、

住民の身近で起きる各種犯罪抑止のため、引き続き、防犯カメラの設置を始めとし

た環境整備の促進に取り組みます。 

      

        インターネットの普及により、サイバー犯罪は増加傾向にあり、今後インターネット

ユーザーの低年齢化によるトラブルの増加が懸念されるため、児童等がインターネ

ットを安全に利用するための教育や環境づくりに取り組みます。 

一方で、令和４年中、県内ではＳＮＳ等を利用した新たな詐欺の被害が急増して

おり、今後も社会情勢の変化に伴い新たな手口の詐欺が発生するおそれがあること

から、これらに即応した情報発信や、より効果的な広報啓発を行い、被害の拡大防

止を図ります。 

また、企業・団体等の情報セキュリティ対策のために有用な情報を適時発信する

などサイバー空間の安全・安心の確保に努めます。 
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第４章 計画の施策体系 

   

【体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等の援助を行う民間団体への活動支援及び各関係

機関等における連携 

１ 学校等における安全確保 

２ 通学路等における安全確保 

３ 規範意識の向上と安全に関する教育の充実 

１ 犯罪の防止に配慮した公共空間等の整備 

２ インターネットの安全な利用 

３ 防犯カメラの適正な運用 

４ 自転車盗難防止のための施錠等の促進 

１ 犯罪の防止に配慮した事業施設の整備等 

２ 防犯責任者の設置等 

関係機関への通報その他適切な措置 

犯罪被害者等の援助を行う民間団体への活動支援及び各関係

機関等における連携 

１ 防犯ボランティア活動の活性化のための支援 

２ 佐賀県防犯ボランティア支援センターの支援等 

３ 広報及び啓発 

４ 高齢者、子ども、女性等の安全確保 
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第５章 具体的施策 

     県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、現状と課題を踏ま

え、次の６つの事項により、総合的かつ計画的に推進していきます。 

    

 

      安全安心なまちづくりには、防犯ボランティア活動の果たす役割が大きいことから、県

民等による自主的な防犯活動（広報・啓発、防犯パトロール、環境美化など）の促進を

図るとともに、自主防犯ボランティア団体の活動を支援する支援センターの支援を行い、

また、高齢者、子ども、女性等が、ニセ電話詐欺、性犯罪、虐待等の被害を受けやすい

ことから、地域ぐるみによる安全確保を促進しようとするものです。 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

 

 

１ 

防犯ボラン

ティア活動

の活性化の

ための支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全安心なま

ちづくりに関

する情報提供

及び支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 
 

不審者情報等のメール配信等による

情報提供 

 県民が地域の不審者情報や身近な犯

罪情報をタイムリーに入手し、自主防犯

活動に生かせるようメール等の各種媒体

を活用した効果的な情報提供を行いま

す。 

 このうち、凶悪犯の逃走等県民の生命

や身体に危害が加えられる危険性・切迫

性が高いと認められる事案を認知したと

きは、できるだけ速やかに事案の概要、

犯人の特徴等に関し情報提供し、自主

的な防犯行動を促します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

法務私学課 

こども未来課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

② 

 

防犯ボランティア団体等に対する支

援 

 防犯ボランティア団体や青色防犯パトロ

ール団体等の活動をハード・ソフトの両

面から支援するように努めます。 

 

 

 

 

 

 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

Ⅰ 犯罪の防止のための自主的な活動の促進 
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項目 具体的施策 条文 関係課 

１ 

防犯ボラン

ティア活動

の活性化の

ための支援 
 

安全安心なま

ちづくりに関

する情報提供

及び支援 

 

 

③ 

防犯ＣＳＲ活動に対する支援 

企業が防犯分野で自主的な地域貢献

を行う防犯ＣＳＲ活動の活性化を図るた

め、連携した各種防犯活動を推進するほ

か、研修会の開催等の活動支援を行い

ます。 

 

９条 
 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

 

 

２  

佐賀県防犯ボランティア支援 

センターの支援等 

 

 

 

④ 

佐賀県防犯ボランティア支援センタ

ーの支援等 

  防犯ボランティア活動の支援や新た

な防犯ボランティア団体の立ち上げの援

助などハード・ソフトの両面による支援を

行う支援センターの業務運営にかかる支

援を行います。 

 

 

 

10条 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  

広報及び啓

発 

 

 

 

 

安全安心なま

ちづくりに関

する広報・啓

発活動の実

施 
 

 

 

 

⑤ 

県の広報媒体等を通じた広報・啓発

の充実 

 安全安心なまちづくりについての理解

を深めてもらうことや県民一人一人の自

主的な防犯意識を高めてもらうため新

聞、テレビ、ラジオ、県の広報媒体等を活

用し、安全安心なまちづくりに関する広

報・啓発を行います。 

 

 

 

 

 

11条 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

サイバー犯罪対策課 

くらしの安全安心課 

 

 

⑥ 

県民に身近な犯罪被害防止に関す

る情報提供 

  自分の身を守るための防犯への取組

の必要性が広く県民に理解されるようホ

ームページへの防犯情報の掲載やＳＮＳ

等の各種広報媒体を活用した積極的な

情報提供を行います。 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

サイバー犯罪対策課 

くらしの安全安心課 

 

 

「安全・安心

の 日 」 及 び

「安全安心な

まちづくり旬

間」の設置 

 

 

⑦ 

「安全・安心の日」の設置 

毎月２６日の「安全・安心の日」に、防

犯に関する各種イベントや広報・啓発を

行い、防犯情報等の提供を行います。 

 

 

 

 

11条 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

 

 

⑧ 

「安全安心なまちづくり旬間」の実施 

毎年１０月１１日から１０月２０日までの 

間を「安全安心なまちづくり旬間」とし、効 

果的な防犯のためのキャンペーン等を展 

開します。 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 
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項目 具体的施策 条文 関係課 

  

 

４  

高齢者、子

ども、女性

等の安全確

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者等の

犯罪被害防

止のための情

報提供及び

助言その他

必要な支援の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 

高齢者を対象としたニセ電話詐欺等

の被害防止対策の推進 

 高齢者をニセ電話詐欺等の犯罪被害

から守るため、高齢者やその家族に対

し、防犯講話をはじめ、あらゆる機会を通

じ、自主防犯意識の向上を図るとともに、

民生委員や金融機関等の関係機関に対

するタイムリーな情報発信や研修会等で

犯罪被害防止のための情報提供を適切

に行います。 

 また、様々な媒体を活用し、犯罪の被

害に遭いやすい高齢者を県民全体で見

守るという機運を高めるための広報啓発

活動を展開します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

社会福祉課 

長寿社会課 

 

 

⑩ 

地域包括支援センターの活動支援 

 地域包括支援センターを中心とする高

齢者に関する行政機関、地域住民と連

携し、高齢者の安全を支える活動の促進

や情報提供を図ります。 

くらしの安全安心課 

長寿社会課 

 

 
 

 

 

⑪ 

子ども・女性が被害に遭いやすい犯

罪に関する情報提供及び支援 

 子どもや女性が被害に遭いやすい犯

罪や不審者に関する情報を随時適切に

提供し、自主防犯活動の推進を図るなど

安全確保に努めます。 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

くらしの安全安心課 

法務私学課 

男女参画・女性の活躍推

進課 

学校教育課 

 

 

 

 

⑫ 

ＤＶ防止及び被害者保護等の充実 

 市町や関係機関、民間支援団体と連携

し、相談窓口において被害者支援、加害

者対策など、適切な対応に努めるととも

に、被害者の安心・安全に配慮した自立

支援を行っていきます。 

 また、広く県民に対してDV及び被害者

支援に関する正しい理解を深める啓発

や若年層を対象とするDV予防教育を実

施します。 
 

人身安全・少年課 

男女参画・女性の活躍推

進課 

こども家庭課 



20 

 

項目 具体的施策 条文 関係課 

４  

高齢者、子

ども、女性

等の安全確

保 

 
 

高齢者等の

犯罪被害防

止のための情

報提供及び

助言その他

必要な支援の

実施 

 
 

 

 

⑬ 

障害者相談窓口の充実 

 各市町が設置している障害者総合相談

窓口、専門の相談窓口や障害福祉サー

ビス事業所等と連携し、障害者の安全・

安心の確保のための支援促進や情報提

供を図ります。 
 

 

 

 

 

12条 

くらしの安全安心課 

障害福祉課 

 

 

⑭ 

児童等虐待防止活動・保護対策の

推進 

 ホームページや各種イベントによる児

童等虐待防止の広報啓発活動や児童相

談所の支援強化・連携に努め、児童等の

安全の確認及び安全の確保を最優先と

した対応を行います。 
 

人身安全・少年課 

こども家庭課 
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児童等が被害を受ける犯罪の発生を防止するため、学校や通学路等の安全確保を

推進するとともに、児童等が犯罪による被害を受けない、犯罪を起こさせないようにする

ための教育を充実させ、児童等の健全育成を促進しようとするものです。 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

学校等に

おける安

全確保 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

学校等にお

ける児童等

の安全確保

のための情

報提供及び

助言等の実

施 

 

 

⑮ 

安全管理のためのマニュアル策定への助言  

学校等における児童等の安全確保、事故防止

に関するマニュアルの策定の促進や策定状況の

把握、作成時の助言等を行います。 

 

 

 

 

 

 

13条 

生活安全企画課 

人身安全・少年課

法務私学課 

障害福祉課 

こども家庭課 

学校教育課 

 

 

⑯ 

職員に対する各種研修の実施 

職員の安全確保等に関する意識・対応能力の

向上を図るため、児童等の安全安心確保に関す

る情報提供を行うとともに、研修会等を開催しま

す。 
 

人身安全・少年課 

法務私学課 

障害福祉課 

こども家庭課 

学校教育課 

 

⑰ 

不審者対応訓練の実施 

 児童等や職員を対象とした不審者の侵入等を

想定した防犯訓練の実施を促進します。 

生活安全企画課 

法務私学課 

学校教育課 

 

 

 

 

学校等にお

ける児童等

の安全確保

のための指

針に基づ く

運用 

 

 

 

 

 

 

⑱ 

学校等における児童等の安全確保のため

の指針の周知及び指針に基づく運用 

 学校等における児童等の安全が確保されるよ

う、学校等における児童等の安全確保のための

指針について、県民への周知に努め、指針に基

づいた運用により、学校等における児童等の安

全確保が図られるように努めます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14条 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

法務私学課 

くらしの安全安心課 

障害福祉課 

こども家庭課 

学校教育課 

Ⅱ 学校等における児童等の安全確保等 
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項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

通学路等

における

安全確保 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

通学路等に

おける児童

等の安全確

保のための

体制の整備 

 
 

 

 

 

 

 

⑲ 

通学路等における児童等の見守り活動の促

進 

 学校、保護者、地域住民、事業者等と連携し通

学路等における多様な担い手による見守りが活

性化されるよう、効果的な安全確保のための必要

な情報提供及び助言等の支援を実施します。 

 特に登下校時間帯における「ながら見守り」等を

推進し見守り活動を強化し、子どもたちが犯罪被

害に遭わない取り組みを行います。 

 危険に遭遇した子どもの一時的な保護や警察

への通報を行う「子供１１０番の家」が適切に活用

されるよう努めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14条 

 

 

 
 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

法務私学課 

まなび課 

障害福祉課 

こども未来課 

学校教育課 

 

 

 

⑳ 

通学路等の環境整備の促進 

 教育委員会、学校、保護者、地域住民、事業

者、道路等の管理者、警察など関係者が連携協

力して、通学路の防犯の観点からの合同点検を

行い、危険箇所などを把握するとともに防犯カメ

ラの設置等環境整備について取り組むよう働きか

けます。 

生活安全企画課 

法務私学課 

くらしの安全安心課 

障害福祉課 

こども家庭課 

道路課 

まちづくり課 

学校教育課 

 

 

通学路等に

おける児童

等の安全確

保のための

指針に基づ

く運用 

 

 

 

 

㉑ 

通学路等における児童等の安全確保のた

めの指針の周知及び指針に基づく運用 

 通学路等における児童等の安全が確保される

よう、通学路等における児童等の安全確保のた

めの指針について、県の広報媒体等により県民

への周知に努め、指針に基づいた運用により、通

学路等における児童等の安全確保が図られるよ

うに努めます。 

 

 
 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

法務私学課 

まなび課 

くらしの安全安心課 

障害福祉課 

こども未来課 

こども家庭課 

道路課 

まちづくり課 

学校教育課 
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項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

３ 

規範意識

の向上と

安全に関

する教育

の充実 

 

児童等が犯

罪の被害に

あわないため

の教育の充

実 

㉒ 

 

 

㉒ 

誘拐や連れ去り等の被害に遭わないための

防犯教室の開催等 

 児童等が誘拐や連れ去り事案等の被害に遭わ

ないための必要な知識の習得及び身を守る方法

等を体験できる防犯教室の開催を促進します。 

 「地域安全マップづくり」に関して必要な情報提

供及び助言を行います。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15条 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

法務私学課 

学校教育課 

児童等が犯

罪を起こさな

いための教

育の実施 
 

㉓ 

㉓ 

 

 
 

非行防止対策の推進等 

 児童等の健全育成を図るため、非行防止対策

を推進するなど規範意識の向上に努めます。 

 
 

人身安全・少年課 

法務私学課 

こども未来課 

学校教育課 
 

児童等に対

するインター

ネットの適切

な利用のた

めの教育の

充実 

 

 

 

 

㉔ 

 

インターネット利用に起因する犯罪の当事

者とならないための教育の推進 

 児童等を児童ポルノや不正アクセス等のインタ

ーネットに起因する各種犯罪被害から守るため、

サイバーセキュリティに関する知識、インターネッ

ト上のトラブルや犯罪事例とその対応策を学ぶた

めの教育を推進し、インターネット・リテラシーの

向上を図ります。 

 また、インターネット上での誹謗
ひ ぼ う

中傷や犯罪行

為等の防止のため、児童等の情報モラルの向上

を図ります。 

 

 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

サイバー犯罪対策

課 

法務私学課 

こども未来課 

学校教育課 
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道路、公園、駐車（輪）場等の公共の場所における犯罪、サイバー空間における犯罪

など、県民の身近なところで発生する犯罪を防止するため、防犯カメラの設置等を促進

するとともに、インターネットを安全に利用するための情報提供等を行うなど、犯罪の防

止に配慮した環境整備を推進しようとするものです 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

犯罪の防 

止に配慮 

した公共 

空間等の 

整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪の防止 

に配慮した 

公共空間等 

の構造設備 

 
 

 

 

 

 

㉕

㉖ 

犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車 

駐車場、自転車駐輪場等の整備 

 道路、公園、自動車駐車場、自転車駐輪場等

について、犯罪の防止に配慮し、道路照明灯や

防犯灯設置による明るさの確保、草刈り等による

見通しの確保のほか、プライバシーに配慮した防

犯カメラ等の設置などの防犯性の向上に努めま

す。 

 また、防犯に配慮した公共空間等の普及・重要

性について啓発に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16条 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

道路課 

まちづくり課 

建築住宅課 

 

 

 

㉖ 
 

防犯カメラの設置促進 

犯罪の起こりやすい道路、公園、自動車駐車

場、自転車駐輪場等の危険箇所に対する、防犯

カメラの設置を促進します。 

 

 

 

 
 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 
 

 

 

 

㉗ 

犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関す 

る指針の周知及び指針に基づく運用 

 防犯性の高い道路、公園、自動車駐車場、自 

転車駐輪場等が普及していくよう、犯罪の防止に 

配慮した道路等の構造、設備等に関する指針に 

ついて、県民への周知に努め、指針に基づいた 

運用により、犯罪を未然に防止する環境を整備 

するように努めます。 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

道路課 

まちづくり課 

建築住宅課 

Ⅲ 犯罪の防止に配慮した環境等の整備 
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項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

インター 

ネットの安 

全な利用 

 

 

 
 

 

 

 

青少年が安 

全に安心し 

てインターネ 

ットを利用で 

きるようにす 

るための施 

策 

 

 

 

 

 

 

㉘ 

インターネットの適切な利用とフィルタリング 

及びペアレンタルコントロールの普及促進 

 青少年をインターネット利用に起因する各種犯

罪やトラブルから守るとともに、ＳＮＳ等への誹謗
ひ ぼ う

中傷、侮辱と受け止められる悪質な書き込み等を

防止するため、関係機関・団体等と連携しなが

ら、保護者や学校関係者等を対象とした研修会

やサイバーセキュリティに関するあらゆる機会を

捉え、最新で具体的な事例に基づく対処方法等

について情報提供を行います。 

また、保護者が青少年の発達段階に応じてフ

ィルタリング等を適切に管理するペアレンタルコ

ントロールの普及促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７条 
 

人身安全・少年課 

サイバー犯罪対策 

課 

法務私学課 

こども未来課 

学校教育課 

 

 

 

サイバー犯 

罪の被害防 

止のための 

施策 

 

 

 

 

㉙ 

サイバー犯罪被害防止対策の推進 

ボランティア団体等と協力して、幅広い世代に

対してサイバーセキュリティに関する情報提供を

行うとともに、ＳＮＳ等を利用した詐欺等の新たな

手口の犯罪に即応するため、各種媒体を活用し

たタイムリーな被害防止広報を実施し、県民一人

一人がサイバー犯罪の被害に遭わないための意

識の醸成に努めます。 

また、関係機関と連携したイベント開催や広報

媒体を利用した情報提供を行い、県内企業や各

種団体が自主的なサイバーセキュリティ対策を推

進するよう働き掛

けます。 

生活安全企画課 

人身安全・少年課 

サイバー犯罪対策 

課 

くらしの安全安心課 

行政デジタル推進

課 

こども未来課 



26 

 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

３ 

防犯カメラの適正な運用 

 

 

 

 

㉚ 

防犯カメラの適正な設置及び利用に関する 

指針の周知及び指針に基づく運用 

公共の場所に設置されている防犯カメラについ 

て、個人のプライバシーや肖像権等への人権配 

慮の観点から防犯カメラの設置及び運用管理者 

等が守るべき事項を示した指針について、県民 

への周知に努め、指針に基づいた運用により、防 

犯カメラの適切な運用を図れるように努めます。 

 

 

 

 

18条 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

道路課 

まちづくり課 

 

 

 

４ 

自転車盗難防止のための 

施錠等の促進 

 

 

㉛

㉜ 

施錠重点対象駐輪場における施錠等の促 

進 

 警察署長から指定を受けた施錠重点対象駐輪 

場において施錠等を促進するなどして盗難防止 

措置を推進し、自転車盗難の減少を目指します。 

 

 

 

 

 

19条 

生活安全企画課 

 

 

㉜

㉝ 

自転車の盗難防止に関する情報提供 

 自転車盗難の発生状況や盗難防止対策等に 

ついて、広報紙やホームページ等を通じて周知・ 

広報を図ります。 

生活安全企画課 
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      事業所は、強盗、窃盗、（事務所荒し、出店荒し、万引きなど）等の犯罪の対象となり

やすいことから、犯罪の防止に配慮した事業施設の整備に努めるなどしていただき、事

業所における被害の防止を図ろうとするものです。 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

１ 

犯罪の防止に配慮し 

た事業施設の整備等 

 

 

 

 

㉝

㉞ 

事業所の構造、設備等に関する情報提供、 

助言等 

 犯罪又は非行の発生場所となることが懸念され 

る夜間の駐車場の暗がり、建物の死角等を排除す 

るための適切な照明設備や防犯カメラの設置、駐 

車場などで使用しない時間帯の出入り口の施錠 

や警備員等による施設の巡回など、防犯に配慮し 

た事業所が整備されるよう、情報提供や助言など 

に努めます。 

 

 

 

 

20条 

生活安全企画課 

産業政策課 

 

２ 

防犯責任者の設置等 

 

 

㉞

㉟ 

防犯責任者の設置・育成 

 事業所における犯罪発生の未然防止を図るた 

め、事業所の規模や事業内容にあわせ防犯に関 

する責任者の設置を推進するとともに、防犯教育 

等の実施に努めます。 

 

 

21条 

生活安全企画課 

くらしの安全安心課 

産業政策課 

 

 

 

 

 

【防犯責任者設置事業所のステッカー】   

         

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ 事業活動における防犯への配慮等 
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      県民が、日常生活の中で、法に抵触すると思われる行為を見聞きした場合において

は、速やかに警察や学校その他関係機関に通報したり、その他適切な措置を講じるよう

努めていただくものです。 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

関係機関への通報 

その他適切な措置 

 

 

㉟

㊱ 

法令に抵触すると思われる行為を見聞きした 

場合の通報等 

 法令に抵触すると思われる行為を見聞きした場 

合に警察や学校その他関係機関に通報がなされ 

るよう広報啓発に努めます。 

 

 

22条 

生活安全企画課他 

（全所属） 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅴ 安全・安心に関する通報その他の措置 
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      犯罪被害者等が、平穏で安心して暮らすことができる温もりある社会形成を促進しよ

うとするものです。 

項目 具体的施策 条文 関係課 

 

 

 

犯罪被害者等の援 

助を行う民間団体 

への活動支援及び 

各関係機関等にお 

ける連携 

 

 

 

 

 

㊱ 

佐賀県犯罪被害者等支援条例に基づく犯罪被 

害者等に対する支援 

 佐賀県犯罪被害者等支援条例に基づき、様々な問 

題に苦しめられている犯罪被害者等が、平穏で安心 

して暮らすことができるように、関係機関・団体がとも 

に連携し、犯罪被害者等の気持ちに寄り添う姿勢で 

支援します。 

 

 

 

 

 

23条 

広報県民課 

くらしの安全安心課 

法務私学課 

社会福祉課 

長寿社会課 

障害福祉課 

国民健康保険課 

男女参画・女性の活 

推進課 

こども未来課 

こども家庭課 

産業人材課 

建築住宅課 

労働委員会事務局 

学校教育課 

保健体育課 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 犯罪被害者等に対する支援 


